
津市公告第８１号 

 条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令 

第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津市規則第４ 

０号）第４条の規定により、次のとおり公告します。 

  令和８年７月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸    

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

⑴  件  名 保育所等における保育ＩＣＴ用タブレット型パソコンの購入 

⑵ 規  格 別紙仕様書のとおり 

⑶ 数  量 ２１２台 

⑷ 納入期限 令和９年２月２６日 

⑸ 納入場所 別紙仕様書のとおり 

２ 入札参加者に必要な参加要件 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とし、本件入札の参加資格の認定を受けた者とします。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者。 

⑵ 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する令和８

年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）の希望業種「事務用

機器・ＯＡ機器及び関連製品」のうち「パソコン本体」に登載されており、

津市内に本社または本店を有する者（市内業者）。 

⑶ 本公告日から本契約締結日までの間に、津市建設工事等指名停止基準 

（平成２１年４月８日施行）による指名停止（指名等見合わせを含む。）

期間中でない者。 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始

の申立てがなされた者であっても再生計画又は更生計画が認可された者を

除く。 

⑸ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

い者。 

⑹ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当するものでないこと

及び次のアからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこ

と。 



ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年 

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害 

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな 

ど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者  

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

３ 本件入札の参加申込みに係る書類の配布  

⑴ 期間   

令和８年７月１日から同年７月１０日まで（土日を除く) 

※ 津市条件付一般競争入札参加申込期限が令和８年７月１０日正午の

ため注意すること。 

⑵ 時間   

午前８時４５分から午後４時まで 

⑶ 場所   

津市総務部調達契約課物品調達契約担当 

（下記【提出及び問い合わせ先】参照。以下同じ。） 

⑷ 上記以外の配布先 

  インターネットによるダウンロードサービス 

  津市ホームページ「産業・しごと」 「入札・契約」「物件・業務委託

関係」 

(https://www.info.city.tsu.mie.jp/sangyou_shigoto/nyuusatsu_keiy

aku/1003872/index.html) 

４ 質疑等の受付 

  仕様書等について質問がある場合は、下記のとおり提出期限までに質問書

を提出すること。 

⑴ 提出期限 

令和８年７月７日（火）正午まで 

⑵ 方法 



 質疑等は、公告において示す参加要件を有する者に限って指定の質問書

（第１号様式）により、⑶ 提出場所へ持参、若しくはＦＡＸで受け付け 

ます。電話、口頭、電子メール等によるものや、提出期限を過ぎて提出さ

れたものは受け付けません。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電話により着 

信の確認を行うこと。 

⑶ 提出場所 

 津市総務部調達契約課物品調達契約担当 

⑷ 質疑等に対する回答は、令和８年７月８日（水）に、津市ホームページ

「産業・しごと」「入札・契約」「物件・業務委託関係」において公開す

ることとし、津市総務部調達契約課物品調達契約担当でも配付する。 

回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。 

また、意見の表明と解されるものについては、回答しない場合がありま 

す。回答に対する再度の質問は認めないので、質問書には質問内容を明確

に記載し提出すること。 

５ 同等品の申請について 

  同等品（ＯＥＭ販売品を含む）によって、本入札に参加しようとする場合

は、令和８年７月１０日（金）正午までに、津市総務部調達契約課物品調達

契約担当へ同等品申請書（第２号様式）により申請すること。 

  また、同等品申請に係る詳細については、入札参加条件（第３号様式）を

確認すること。 

  なお、同等品認定結果は申請書受理後、令和８年７月１５日（水）正午ま

でに申請者に回答します。 

６ 入札参加資格の確認等 

⑴ 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、津市条件付一般競

争入札参加申込書等を提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

  ア 提出期限  令和８年７月１０日（金）正午まで 

  イ 提出場所  津市総務部調達契約課物品調達契約担当 

  ウ 提出方法  持参によることとし、その他の方法は認めません。 

⑵ 提出書類 

  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書（第４号様式） 

イ 宣誓書（第５号様式） 

⑶ 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に令 



和８年７月１５日（水）正午までに、津市条件付一般競争入札参加資格審

査確認結果通知書（第６号様式）により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  令和８年７月２１日（火） 午前１１時００分から 

  ※ 定刻になっても出席のない場合は棄権とみなします。 

※ 入札参加者は、入札書の投函の完了に至るまでは、いつでも入札を辞

退することができます。この場合において、以後の指名等について不利

益な取扱いを受けるものではありません。 

８ 入札及び開札の場所 

  津市役所本庁舎７階入札室 

９ 入札保証金 

  免除 

10 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は、無効とします。 

⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

⑵ 入札参加申込書等の提出資料に虚偽の記載があるとき。 

⑶ 入札参加申込書等の提出資料（同等品申請書関係書類を除く。）に不備

があるとき。 

⑷ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

⑸ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

⑹ 著しく信義に反する行為をしたとき。 

⑺ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

⑻ 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

⑼ 入札金額を訂正しているとき。 

⑽ 入札書に日付の記載がないとき。 

⑾ 入札書に記載した金額その他載事項が不明確なとき。 

⑿ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

⒀ 入札書を封入する封筒に記載された件名と同封された入札書の件名が異

なるとき。 

⒁ 入札書を封入する封筒表面に入札件名のないとき又は入札件名が異なる

とき 

⒂ 入札書を封入する裏面に封印のないとき 

⒃ 入札者確認票（第７号様式）を提出しない入札代理人が入札を行ったと



き。   

⒄ 再度入札において、当該再度入札前の入札における最低入札金額以上の

入札金額を記載して入札を行ったとき。 

⒅ 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

⒆ 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したとき。 

11 公正な入札の確保 

⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

12 契約保証金 

契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければなりません。ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する

場合は、契約保証金の納付を免除します。 

13 契約書作成の要否 

  契約書作成は要とします。 

14 その他の注意事項 

⑴ 入札に関する行為をする者は、入札室へ入室後、入札者確認票を提出す

ること。 

⑵ 指定の入札書（第８号様式）により、仕様書に基づき入札金額等を記載

の上、封書し、入札者の所在地、商号（名称）、代表者氏名、印（津市競

争入札参加資格者名簿登録時の使用印鑑届に押印された印）、入札金額等

を鮮明に表示すること。 

なお、入札書は、封筒に封入し、件名、商号（名称）等を記載し、封印

をすること。 

⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金



額を入札書に記載すること。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

⑷ 再度入札を行う場合があるので、入札書の予備を複数枚用意すること。 

⑸ 予定価格の範囲内で同価格の最低価格入札者が２者以上あるときは、く

じ引きにより落札者を決定します。 

⑹ この契約の締結については、津市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（平成１８年津市条例第５３号）に該当するも

のであり、本市議会の議決を要するものであるため、落札後速やかに仮契

約を締結し、当該議決を経た後、契約保証金その他の契約条件の適合をも

って本契約とします。 

⑺ 本件入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

⑻ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがあります。なお、入札の中止等

に至った場合においても、見積りにかかる費用その他入札に係る一切の費

用は補償しません。 

⑼ その他、入札参加者は、津市条件付一般競争入札参加者心得（第９号様

式）に留意の上、入札を行うこと。 

⑽ 入札について不明な点等が生じた場合は、必ず令和８年７月１７日午後

４時までに、津市総務部調達契約課物品調達契約担当に確認すること。 

 

【提出及び問い合わせ先】 

          津市総務部調達契約課物品調達契約担当 

津市西丸之内２３番１号 津市役所７階 

電話番号 ０５９－２２９－３１２１ 

ＦＡＸ  ０５９－２２９－３３３３ 


